
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ日本国内用 

下記①②③ 

必要に応じて④⑤ 

Ⅱ 海外用及び日本国内用 

下記①②③ 

必要に応じて④⑤⑥ 

必要書類 

 ①接種証明書交付申請書 

 ②本人確認書類（運転免許証・保険証等） 

  海外用の場合はパスポート等 

 ③予防接種済証【臨時】(新型コロナワクチン接種時に発行した上

記画像のもの)  

又は接種記録書（医療従事者等先行接種者へ交付したもの） 

   ※紛失した場合は不要 

 ④郵送請求の場合  

・返信用封筒（84円切手貼付、返送先住所を記載） 

・住所の記載された本人確認書類 

 ⑤代理人による請求の場合 

  ・本人の自署による接種証明書交付申請書及び委任状 

  ・代理人の本人確認書類の提示（郵送の場合は写し） 

 ⑥パスポートに旧姓・別姓・別名（英字）の記載がある場合  

   旧姓・別姓・別名（英字）が確認できる本人確認書類 

紙版 接種証明書（紙申請・紙交付）の発行 

接種時に住民票があった市町村で申請・発行  

 

 

 

 

日本国内での利用は、新型コロ

ナワクチン接種時に発行してい

る左記の「予防接種済証（臨時）」

や医療従事者等に発行してある

「接種記録書」が接種証明書と

してご利用いただけます。 

・「接種済証」等を紛失した場合は、国内での利用を

想定した日本国内用の接種証明書の申請ができます。 

・紙版の接種証明書の発行をご希望の方は、Ⅰ日本国

内用とⅡ海外用及び日本国内用の 2 種類から選択い

ただけます。希望の接種証明書により必要書類が異な

りますので下記をご確認ください。 



詳細一覧記録の確認請求先の選択マイナンバーカードの読み取り用途の選択

接種証明書の利用接種証明書の発行（国内用の例）

日本国内用か
海外用のどちらを
発行するか選択
します。

マイナンバー
カードを受け取っ
た際に設定した
4桁の暗証番号を
入力します。

3回間違えると
ロックされるので
ご注意ください。

スマートフォンに
マイナンバーカー
ドをぴったりと
密着させて読み取
ります。

機種によって、
密着させる場所が
違うのでご注意
ください。

接種時に住民票の
ある市区町村を
選択してください。

1回目と2回目の
接種を行う間に
引っ越している方
は、それぞれの市
区町村が発行しま
す。

内容が正しいかご
確認ください。

実際の接種と内容
が異なる場合は、
市区町村の窓口ま
でお問い合わせく
ださい。

一度発行すれば、アプリを
起動するだけでいつでも
どこでも接種証明書を表示
できます。

新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用の流れ

東京都霞ヶ関市長


